
令和６年３月公表分〔本庁（出先機関を含む）〕 （業務委託）

1 知事直轄
危機管理課

防災情報ネットワー
クセキュリティ対策
ソフト更新業務

令 和 6 年 2 月 1 日
日本電気（株）岡山支店
岡山市北区下石井２－２－５

6,479,000

　本業務で更新するセキュリティ対策ソフトウェアは、日本電気
（株）が構築した防災情報ネットワークの中枢となるサーバ群や市町
村に防災情報を伝達する情報伝達装置等に導入されているものであ
り、これらの機器は常に正常に稼働が求められる。このため、これら
機器へのセキュリティ対策ソフトウェアの導入にあたっては、防災情
報ネットワーク上のすべてのシステムの運用に影響を与えることな
く、更新、試験及び調整を実施する必要があることから、システム構
成及び設定情報の技術的諸条件を熟知した日本電気（株）でなければ
円滑且つ確実な実施が困難であることから、当該業者が本業務を実施
できる唯一の業者であり、契約の性質又は目的が競争入札に適しない
ため。

第 ２ 号

2 県民生活部
県民生活交通課

鉄道利用促進シンポ
ジウム開催業務

令 和 5 年 11 月 20日

（株）中国四国博報堂岡山支
社
岡山市北区磨屋町３－１０
岡山ニューシティビル５階

1,998,714

　本業務はＪＲ在来線の利用を促進し、路線の維持・確保を図る取組
の一環として、鉄道に対する気運の醸成を図るシンポジウムを開催す
るものである。
　本業務は、鉄道を利用していない層に鉄道利用を促すシンポジウム
を開催するものであることから、ＪＲ在来線の利用実態を把握してい
る者が企画する必要があり、ＪＲ在来線の利用実態の情報の共有が行
われている県内ワーキングチームの会議に参加している者以外には本
業務を履行できず、契約の性質が競争入札に適さないときに該当する
ため。

第 ２ 号

3 県民生活部
県民生活交通課

赤穂線乗降者数調査
業務

令 和 6 年 1 月 15 日

（株）中国四国博報堂岡山支
社
岡山市北区磨屋町３－１０
岡山ニューシティビル６階

1,694,000

　本業務は、ＪＲ赤穂線の利便性の向上及び利用促進の検討に役立て
ることを目的として、利用状況の実態調査を実施するものである。
　本業務を実施するには、赤穂線の現状や駅の利用者数等のデータに
熟知している者が調査方法等を策定する必要があり、赤穂線の現状及
び駅の利用者数等のデータの共有が行われている赤穂線ワーキング
チーム会議に参加している者以外には本業務を履行できず、契約の性
質が競争入札に適さないときに該当するため。

第 ２ 号

4 保健医療部
ワクチン対策室

山陽新聞への広告掲
載業務

令 和 5 年 9 月 13 日
（株）山陽新聞社
岡山市北区柳町２－１－１

4,433,000
　山陽新聞社が発行する山陽新聞は、岡山県下で最も多い読者を持
ち、県全域を網羅しており、また、ワクチン接種事業についての広報
業務の受注実績があり、円滑かつ確実に履行できるため。

第 ２ 号

5 子ども・福祉部
子ども家庭課

令和５年度母子父子
寡婦福祉資金システ
ム保守業務委託

令 和 5 年 4 月 1 日
（株）エヌ・ティー・ティー
データ中国　岡山支店
岡山市北区表町１－５－１

1,815,000

　当該業務は現在稼働中のシステムの保守運用業務であり、システム
動作等に異常が出た場合、運用に支障が生じるため、当該システムの
内容に深く精通し迅速な対応が可能であることが必要であり、本業務
を行えるのは、当該システムを開発し、著作権を有し、同システムを
熟知している同社のみである。よって、当該システムの開発業者以外
に当該業務を行える業者はおらず、契約の性質又は目的が競争入札に
適しないため随意契約とする。

第 ２ 号

№ 契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号

消費税額及び地方
消費税の額を含む。
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№
契約の相手方の
名称及び所在地

契約金額（円） 随意契約の理由 備　 考事業実施課所 契約に係る業務名 契約締結年月日

地方自治
法施行令
第１６７
条の２第
１項中の
該当号
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消費税の額を含む。

6 子ども・福祉部
子ども家庭課

令和５年度ひとり親
家庭等医療費償還給
付支援システム保守
管理業務委託

令 和 5 年 4 月 1 日
岡山県国民健康保険団体連合
会
岡山市北区桑田町１７－５

1,145,760

　当該業務は現在稼働中のシステムの保守運用業務であり、システム
の瑕疵の修補も含み、本業務を行えるのは、当該システムを開発し、
著作権を有し、同システムを熟知している同連合会のみである。ま
た、レセプトデータを取り扱うことができるのは、医療保険各法規定
により同連合会及び社会保険診療報酬基金に限定されており、同支払
基金は全国組織であり地方単独事業に係るシステムの開発、運用はし
ないとの方針のため、レセプトデータ処理の委託先も同連合会に限定
される。よって、契約の性質又は目的が競争入札に適さない随意契約
とする。

第 ２ 号

7 子ども・福祉部
子ども家庭課

母子父子寡婦福祉資
金システムOSバー
ジョンアップ及び
Edge対応改修業務

令 和 5 年 4 月 28 日
（株）エヌ・ティー・ティー
データ中国　岡山支店
岡山市北区表町１－５－１

6,160,000

　今回のシステム改修作業は、システムを更新することから、システ
ム動作等に異常が出た場合、運用に支障が生じるため、当該システム
の内容に深く精通し、迅速な対応が可能であることが必要である。
また、当該システムは、開発委託契約で瑕疵担保がついており、当該
システムの開発業者以外では瑕疵担保責任の範囲が不明確となる。
よって、当該システムの開発業者以外に当該業務を行える業者はおら
ず、契約の性質又は目的が競争入札に適しないため随意契約とする。

第 ２ 号

8 子ども・福祉部
長寿社会課

市町村支援アドバイ
ザー派遣等事業(介護
予防効果測定)

令 和 5 年 11 月 10日

一般社団法人日本老年学的評
価研究機構
千葉県柏市正連寺３９４番地
１１中央１３３街区６　ＫＯ
ＩＬ１６　ＧＡＴＥ Ｃ２０８

4,472,160

　本事業は、当該事業者により実施された令和４年度岡山県介護予防
効果測定事業・市町村への専門家派遣事業に参加した市町村に対し、
本格的な分析支援を行う事業と、新規市町村へ効果測定に係る準備段
階として実施体制の構築や基礎知識の定着支援を行う事業の２事業か
らなる。高度な専門性を必要とする介護予防効果の統計的分析におい
て、専門家が継続的に関与することにより、介護予防効果測定の手法
を市町村に広く展開するとともに、介護予防に係る取組の促進を図る
事業である。
　当該事業者は、昨年度より本事業にて市町村支援に関与しており、
既支援市町村との関係が構築されている。また、当該事業者は、全国
の大学・国立研究所などの研究者により構成される予防政策の科学的
基盤づくりのためのプロジェクトとして全国市町村への直接支援の実
績が多数あることから、新規支援市町村に対しても、市町村のニーズ
に合わせた適切な支援が期待できる。
当該事業者以外に、同様の機能を有する団体は存在しない。

第 ２ 号

9 子ども・福祉部
長寿社会課

令和５年度全国健康
福祉祭参加事業（ね
んりんピック愛顔の
えひめ２０２３）

令 和 5 年 4 月 3 日
社会福祉法人岡山県社会福祉
協議会　会長　足羽　憲治
岡山市北区南方２－１３－１

5,847,061

　本事業は、全国持ち回りで開催される全国健康福祉祭（ねんりん
ピック）への参加選手団を結成し、随行する業務が中心となってお
り、各種目・協議団体との円滑なやりとりが必要な事業である。ま
た、政令市の岡山市選手団との打合せ、調整等も発生するため、同様
の機能を有する団体が存在しない。

第 ２ 号

10 産業労働部
産業振興課

晴れの国おかやま
発！！次世代技術
シーズ発信会の開催
に係る会場設営等業
務

令 和 6 年 2 月 26 日

（株）ОＨＫエンタープライ
ズ
岡山市北区下石井２－１０－
１２

1,116,060

　本業務は、標記イベントに係る会場設営及び当日の照明・音響機器
の管理運営を対象としている。当該業者は、イオンモール株式会社か
ら「おかやま未来ホール」の管理運営を受託し、これまで同種のイベ
ントに数多く携わっており、当該施設及び設備の操作についても熟知
していることから、当該業者に委託することが効果的かつ効率的であ
り、契約の性質及び目的が競争入札に適しないため。

第 ２ 号
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